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12
月
定
例
会
は
、
12
月
６
日
か
ら
20
日
ま

で
の
15
日
間
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
ま
し
た
。

　

市
長
提
出
議
案
は
、「
人
権
擁
護
委
員
候

補
者
の
推
薦
」
の
人
事
案
件
、「
三
条
市
税

条
例
の
一
部
改
正
」な
ど
の
条
例
案
件
、「
旭
・

裏
館
統
合
保
育
所
建
設
建
築
本
体
工
事
」
な

ど
の
工
事
請
負
契
約
の
締
結
、
臨
時
福
祉
給

付
金
の
給
付
や
道
路
改
良
、
上
林
小
学
校
お

よ
び
長
沢
小
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
改
修
な

ど
、
国
の
補
正
予
算
を
活
用
し
た
事
業
に
係

る
経
費
を
中
心
と
し
た
約
10
億
９
５
０
０
万

円
を
増
額
す
る
「
平
成
28
年
度
三
条
市
一
般

会
計
補
正
予
算
」
な
ど
14
件
が
上
程
さ
れ
ま

し
た
。

　

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
は
、
初
日

に
採
決
の
結
果
同
意
さ
れ
、
そ
の
他
の
議
案

は
、
各
常
任
委
員
会
で
の
審
査
を
経
て
、
最

終
日
の
採
決
の
結
果
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と

お
り
可
決
ま
た
は
同
意
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
最
終
日
に
損
害
賠
償
の
額
の
決
定

お
よ
び
和
解
と
、
こ
れ
に
係
る
補
正
予
算
が

追
加
提
案
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
い
ず
れ
も

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。
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会派名　  　 
（下段は所属議員数）

議　　案

自
由
ク
ラ
ブ

新

し

い

風

自
民
ク
ラ
ブ

日
本
共
産
党
議
員
団

新
政
ク
ラ
ブ

公
明
党
議
員
団

議

決

結

果区分 番号 件　　　　名 概　　　　要 8 5 4 3 3 2

〔市長提出〕

条　
　
　
　
　
　

例

議第１号
三条市議会議員の議員報酬及び費
用弁償等に関する条例の一部改正に
ついて

平成28年8月8日の人事院勧告および同年10月13日の新潟県人事委員会勧
告の内容を考慮し、議会議員の期末手当について、必要な改正を行うもの
施行期日：公布の日等

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第２号 三条市特別職の職員の給与に関す
る条例等の一部改正について

平成28年8月8日の人事院勧告および同年10月13日の新潟県人事委員会勧
告の内容を考慮し、特別職および一般職の職員の給与について、必要な改正
を行うもの
施行期日：公布の日等

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第３号 三条市職員の退職手当に関する条例
の一部改正について

雇用保険法の一部改正により65歳以降に新たに雇用される者が雇用保険の
適用対象とされることおよび雇用保険の就職促進給付が拡充されることに
伴い、失業者の退職手当に関する規定について、必要な改正を行うもの
施行期日：平成29年1月1日

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第４号 三条市税条例の一部改正について
地方税法等の一部改正に伴い、本市においてもこれに準じ、必要な改正を行
うもの
施行期日：平成29年1月1日等

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第５号 三条市国民健康保険税条例の一部
改正について

外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課
税に関する法律の一部改正に伴い、本市においてもこれに準じ、必要な改正
を行うもの
施行期日：平成29年1月1日

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第６号 三条市立保育所条例の一部改正に
ついて

老朽化した嵐南保育所を移転改築するため、必要な改正を行うもの
施行期日：平成29年4月1日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

議第７号 三条市経営改革推進委員会条例の
廃止について

新経営戦略プログラムの計画が平成27年度末で終了したこと、また、今後は
新たな経営戦略プログラムを策定しないことから、経営戦略プログラムの策
定や進捗状況についての審議等を行う委員会が不要となるため、廃止する
もの
施行期日：公布の日

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

そ　

 

の 　

他 

議第８号 新潟県市町村総合事務組合規約の
変更について

平成29年3月31日限りで新井頸南広域行政組合が解散し、新潟県市町村総
合事務組合から脱退することに伴い、新潟県市町村総合事務組合の規約を
変更するもの
施行期日：平成29年4月1日

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第９号 市道路線の認定、変更及び廃止につ
いて

認定路線　　5路線　 実延長  543.7ｍ　
変更路線　　2路線　 実延長（増加分）  40.0ｍ　
　　　　　　　　　 　　　（減少分） △ 81.4ｍ　
廃止路線　　1路線　 実延長  △ 544.9ｍ　

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第10号 旭・裏館統合保育所建設建築本体工
事請負契約の締結について

1階鉄筋コンクリート造、2階木造　地上2階建
延床面積　　　　 1,593.81㎡
契約金額　 　  4億5,684万円
契約者　 外山・マルモ特定共同企業体

○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

議第11号 旭・裏館統合保育所建設機械設備工
事請負契約の締結について

機械設備工事一式
契約金額　　　 1億3,824万円
契約者　 サンライフ・山本特定共同企業体

○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

予　
　

算

議第12号 平成28年度三条市一般会計補正予
算

臨時福祉給付金の給付や道路改良、小学校のグラウンド改修など国の補正
予算に伴う事業に係る経費などの追加
補正額　　 10億9,473万6,000円
補正後の額　 479億211万1,000円

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

議第13号 平成28年度三条市公共下水道事業
特別会計補正予算

人事異動等に伴う職員人件費の調整に係る経費の追加
補正額　　　 320万円
補正後の額　　 27億6,240万円

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決
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そ 

の 

他
議第14号 損害賠償の額の決定及び和解につ

いて
平成28年10月26日に三条市月岡一丁目地内で発生した駐車場内での事故
による物的損害について、損害賠償の額を決定し、および和解するもの ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案

可決

予
算議第15号 平成28年度三条市一般会計補正予

算

議第14号に係る経費の追加
補正額 483万9,000円
補正後の額 479億695万円

○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案
可決

人
事諮第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

人権擁護委員外山迪子さん、原田幸雄さん、西山厚子さんおよび原泰雄さん
は、平成29年3月31日任期満了することとなるので、その後任委員候補者と
して、外山迪子さん、原田幸雄さん、西山厚子さんおよび原泰雄さんを推薦す
るもの　　任期3年

○ ○ ○ ○ ○ ○ 同意

平成 28 年 12 月 26 日から次のようになりました

会 派 所 属 議 員

自 由 ク ラ ブ ○阿部銀次郎　  久住　久俊　  佐藤　和雄　  下村　喜作　  熊倉　　均　  武石　栄二　  森山　　昭　  野嵜　久雄

新 し い 風 ○岡田　竜一　  髙坂登志郎　  杉井　　旬　  名古屋　豊　  酒井　　健　  河原井拓也

自 民 ク ラ ブ ○西川　重則　  横山　一雄　  佐藤　宗司　  山田　富義　

日本 共 産 党 議員団 ○小林　　誠　  武藤　元美　  坂井　良永

公 明 党 議 員 団 ○野崎　正志　  笹川　信子　

市 民 の 会 ○長橋　一弘　  伊藤　得三

※○：会派の代表者  

自 由 ク ラ ブ ○阿部銀次郎　  久住　久俊　  佐藤　和雄　  下村　喜作　  熊倉　　均　  武石　栄二　  森山　　昭　  野嵜　久雄

新 し い 風 ○岡田　竜一　  杉井　　旬　  名古屋　豊　  酒井　　健　  河原井拓也

自 民 ク ラ ブ ○西川　重則　  横山　一雄　  佐藤　宗司　  山田　富義

日本 共 産 党 議員団 ○小林　　誠　  武藤　元美　  坂井　良永

新 政 ク ラ ブ ○髙坂登志郎　  長橋　一弘　  伊藤　得三

公 明 党 議 員 団 ○野崎　正志　  笹川　信子

※○：会派の代表者  
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